
●従業員が安心して挑戦し続けることができる労働
　環境を提供することで、多様な人々が対等に働く
　機会を得て、活躍できる社会づくりに貢献する。
●持続可能な発展を支える人材を育てることで、SDGs
　が主流となる社会づくりに貢献する。
●グローバルネットワークの強化により、地域の雇
　用促進と経済の発展・安定化に貢献する。

●従業員が安心して挑戦し続けることができる労働
　環境を提供することで、多様な人々が対等に働く
　機会を得て、活躍できる社会づくりに貢献する。
●持続可能な発展を支える人材を育てることで、SDGs
　が主流となる社会づくりに貢献する。
●グローバルネットワークの強化により、地域の雇
　用促進と経済の発展・安定化に貢献する。

マネジメント手法

　TOYO TIREは、世界人権宣言や労働における基本的原則
及び権利に関するILO宣言、国連グローバル・コンパクトの
10原則など、人権・労働に関する国際規範を尊重しています。
そして、人権の尊重責任を全うするため、「人権・労働に関す
るグローバル方針」を策定し、当社グループの企業活動の影
響の及ぶ範囲内における人権の促進と発展に対し、積極的な
貢献を行います。特に職場環境においては、安全かつ健全な
労働条件を提供するとともに、人事慣行における差別禁止、
および直接、間接を問わず、強制労働または児童労働の不使
用を徹底します。また、当社グループの調達活動における人権
尊重責任の姿勢を「TOYO TIREグループCSR調達ガイドライ
ン」に示し、当社グループが人権侵害に加担しないよう、お取
引先とも協働して人権の享受を支持・促進します。
　また、ダイバーシティ推進を重要な人事政策の一つと位置
づけ、多様な人材の育成・活躍のための制度の充実を推進し
ます。なお、誠実に企業活動を行うためのグループ各社共通
の行動原則として定める「TOYO TIREグループ企業行動憲章」
において、人権および各地域の文化、慣習を尊重した経営を
行うこと、そして職場において、お互いの多様性を尊重するこ
とを掲げています。
　「人権・労働に関するグローバル方針」について、詳細は
Webサイト（https://www.toyotires.co.jp/csr/pdf/
human_rights_ja.pdf）をご参考ください。
　（「TOYO TIREグループCSR調達ガイドライン」については
重点テーマ4、「TOYO TIREグループ企業行動憲章」について
は重点テーマ7を、それぞれご参考ください）

方針

　職場における人権を尊重し、あらゆる差別の撤廃とダイ
バーシティの推進に努めます。

目標

責任（2019年4月現在）

コーポレート統括部門管掌執行役員

● 人権尊重責任の遂行
● 国際慣習法に照らした労働基準の見直し

● 人権・労働に関するグローバル方針の策定

TOYO TIREがグローバル企業として今後も成長を
目指すには、ステークホルダーの多様化を理解し、
人と社会に思いやりと感謝の心を持ち、多様化する
ニーズに誠意を込めて対応すること、その環境づく
りとして、さまざまな背景を持つ個々の個性や価値
観を生かして能力を発揮できる組織をつくることが
重要と考えています。そのため、国際規範を支持・尊
重し、企業活動が人権に悪影響を与えるリスクを低
減するとともに、人権の享受を支持・促進する機会
としていくことを、優先的に取り組むべき課題と位
置づけています。

優先的に取り組むべきと考える理由（機会とリスク）

〈関連する国連SDGs〉

TOYO T IREのSDGｓ
（2030年のあるべき姿）

2018年度の重要な取り組み

優先的に取り組むべき課題

● 国連グローバル・コンパクトへの署名
● 働き方改革の実施
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　TOYO TIREは、グローバルに事業を展開する製造業者の
社会的責任として、資源を消費する社会から、資源が循環する
社会への移行に貢献することを使命と考えています。
　当社グループは、生産規模の拡大とともに使用する原材料も
増加していますが、調達段階においては主原料である天然ゴム
をはじめ、事業成長に欠くことのできない品質・量を兼ね備え
た原材料の安定的かつ持続的な確保に努める一方、新素材の
研究開発や材料の利用効率を高める製品設計、生産工程の改
善を進めています。
　例えば、TOYO TIRE NORTH AMERICA MANUFACTURING 
INC.（米国）では、生産工程で使用する原材料やエネルギー
など資源の削減に寄与する新たな装置を導入しました。本装
置を用いることで材料の機能性を高めることができ、原材料
（資源）の削減や加工時間の短縮を実現します。
　また、事業活動においては廃棄物の再資源化率を「2020年度
末までに100％にする」ことを目標として廃棄物の削減と分別の
徹底、再利用先の調査に取り組んでいます。製品使用時において
は耐久性に優れた製品づくりや、使用済みタイヤから更生タイヤ
（リトレッドタイヤ）を生産するなど、製品寿命の延長に取り組ん
でいます。
　なお、当社グループの特定化学物質の管理および取り扱い状況
についてはWebサイトをご参考ください。
　また2018年度は土壌や水面に対し、賠償責任に発展するよう
な重大な廃棄物や化学物質などの漏出はありませんでした。

　当社グループは主に製造拠点においてボイラー設備、部品
処理施設、生産品の冷却、クーリングタワー（冷却塔）、厚生施
設等で地方自治体の水道や他の公営・民間水道施設、および
地下水を使用しています。取水・排水に関しては、製造拠点ご
とに事業規模や取り扱う製品などの状況に応じて自主目標を
設定し、各工程で使用した水を極力循環再生するように設備
改善を進めています。
　例えば2018年度、東洋ソフラン株式会社では13台のクーリン
グタワー（冷却塔）を使用しており、水のリサイクル率は96％で
す。また当社桑名工場では、ボイラーの運用見直しにより
800m3/月の取水量を削減したほか、再利用水の活用に向け、リ
サイクル水として使用可能な排水の分析を実施しています。
　なお、2018年度は計画想定外の排水はありませんでした。

取水量・排水量の削減 資源循環の取り組み

エネルギー、水の使用状況、GHG等重大な大気排出物の状況、廃棄物等の状況、および各データの集計範囲、集計期間、算定条件・根拠等、詳細についてはWebサイトをご参考ください。

■主要な原材料

2016年 2017年 2018年

332.8

190.7

142.1

1.2％

334.4

179.0

155.4

1.2％

335.9

180.6

155.3

1.2％

主要原材料総量（千t）

ゴム材料における
リサイクル材料の割合

▶再生可能原材料の量（千t）

▶再生不可能原材料の量（千t）

■非有害廃棄物（一般廃棄物、産業廃棄物）

2016年 2017年 2018年

32.5

16.2

34.8

19.0

31.2

17.6

16.315.813.6

総重量（千t）

16.218.917.5▶国内のリサイクル量（千t）

0.850.901.08▶国内のリユース量（千t）

▶国内（千t）

▶海外（千t）

■リトレッドタイヤ生産本数 ※TOYOブランド

2016年 2017年 2018年

131.0124.9113.5生産本数（千本/年）

3重点テーマ

人権と多様性の
尊重
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重点テーマ2 地球環境への貢献

当社の製造拠点における排水に関する
インパクトのマネジメントおよび排水量

仙台工場

桑名工場

兵庫事業所

■取水量

2016年 2017年 2018年

3,131.1 3,027.9 2,833.0

812.6 864.9 886.6

95.3 101.9 105.0

3,943.7 3,892.8 3,719.6総取水量（千kL）

▶国内（千kL）

▶海外（千kL）

全地域

内、高い水ストレス
を伴う地域

※国内において現時点で高い水ストレスを伴う地域での操業はありません。
※現時点で取水している水は全て淡水（総溶解固形分濃度が1,000mg / L以下の水）です。

※現時点で取水している水は全て淡水（総溶解固形分濃度が1,000mg /L以下の水）です。
※現時点で上記拠点の周辺地域は高い水ストレスを伴う地域に該当しません。

■排水量

2016年 2017年 2018年

983.3 773.8

418.7 420.4

109.3 109.1

仙台工場（千kL）

桑名工場（千kL）

兵庫事業所（千kL）

■水質管理項目

■規制基準 法規制値

pH、BOD、COD、SS、フッ素、ホウ素、亜鉛、
n-Hex(鉱物)

■水質管理項目

■規制基準 法規制値

pH、BOD、COD、SS、n-Hex(鉱物)、窒素、りん、
亜鉛、大腸菌群数、ジクロロメタン

条例規制値および自治体との
公害防止協定規制値

■水質管理項目

■規制基準

pH、BOD、COD、SS、n-Hex(鉱物)、窒素、りん、
フッ素、大腸菌群数、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素、
アンモニア性窒素、アンモニア等
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　TOYO TIREは、従業員数をはじめ、連結売上高、営業利益
ともに海外比率が過半を占めるようになりました。社内外で多
様なステークホルダーとのコミュニケーション機会が増えてい
る中、「人権・労働に関するグローバル方針」を策定し、事業に
関わる全ての人々の人権を尊重した経営に努めています。
　また人権の尊重はグローバルに事業を展開する当社グルー
プにおいて、優先的に取り組むべき経営課題の一つとして、全
社横断的なワーキンググループ（WG）を設置し、方向性や目
標・ターゲットなどアクションプランを協議しています。WGに
は、関係する事業組織の担当者が参集し、協議したアクション
プランは取締役会から委任された常務会（議長：社長）で承認
され、グループ全社・全組織へ展開されます。
　また、2018年度は当社グループが公表している苦情処理シ
ステムにおいて、人権に関する懸念事項の訴えは確認できませ
んでしたが、今後も人権への負の影響の防止または軽減に努
めます。なお現時点で当社グループが報告するのに十分な品質
の情報を得ることが困難な、グループ組織の外部に及ぶ影響に
対しては、今後人権リスクの高いエリアを対象とした調査を実
施するなど現状把握に努めます。

＊TOYO TIRE株式会社単体（正社員）。
　2018年度末時点の旧東洋ゴム工業株式会社所属の従業員の情報。

人権尊重責任の遂行

　TOYO TIREは、「人権・労働に関するグローバル方針」を
策定し、2019年1月から運用を開始しました。
　グローバル方針は、世界人権宣言、ILO宣言、および国連グ
ローバル・コンパクトの10原則を支持する内容です。
　当社グループは、事業のグローバル化とステークホルダーの
多様化に対応しながら、包摂的な社会（社会的に弱い立場にあ
る人々をも含め排除や摩擦、孤独や孤立から援護し、支えあう社
会）の実現に貢献するため、職場やお取引先、事業活動を行うコ
ミュニティにおいて事業活動に関わる全ての人々の人権を尊重
した経営に努めます。当社グループの従業員は、自らの活動を通
じて人権に負の影響を与える（引き起こす、助長する、もしくは加
担する）可能性があることを認識し、それらの回避に努めます。

人権・労働に関するグローバル方針

　当社グループは、人材は継続的事業成長を支える最重要資
源であると捉え、人的資源開発の重要性を認識し、労働環境の
変化の中で、従業員が事業経営目標を達成できるスキルを習得
することを目的とした教育研修の充実を図ってきました。
　例えば、TOYO TIRE株式会社では研修体系を大きく「階
層別」「選抜型」「自己啓発」の3つに分類し、それぞれの類型
の狙いに沿って、従業員の年次・資格区分に応じたプログラ
ムを設定しています。

教育研修の充実

人権の尊重

　TOYO TIREでは採用および処遇は公正に実施し、国籍や
性別などにかかわらず、多様な人材が活躍できる職場づくり
を推進しています。
　人材採用においては、国内外で新卒・中途採用や定年退職
者の再雇用、障がい者雇用など、多様な人材の確保に取り組
んでいます。
　例えばTOYO TIRE株式会社では、2018年度から、これまで
の新卒採用時における女性や外国人に関する採用比率目標の掲
示をやめ、あらゆる人材をフラットに評価・採用する方針に転換し
ました。
　職場でのダイバーシティと機会均等の取り組みとしては、さ
らなる女性活躍推進を目指し、各種人事制度を整備するととも

雇用の状況

人材の多様性

T O P I C S

国連グローバル・コンパクトの
10原則への支持を表明

　TOYO TIRE株式会社は、国連グローバル・コンパ
クトの10原則の内容に賛同し、2019年2月に宣誓書
への署名を行いました。
　今後はグローバル・コンパクトおよびその10原則
を当社の戦略、文化および日々の業務の一部と認識
し、国連が目指す持続可能な開発目標（SDGs）など
へ取り組みます。また、社会に対する説明責任と透
明性を支持し、コミュニケーション・オン・プログレス
（Communication on Progress：COP）の方針に従
い、当社のCSRサイトにおいて進捗報告を行っていき
ます。

T O P I C S

働き方改革に着手

　当社グループは、持続的な成長を続け、ステークホル
ダーの皆さまの期待に応えるために、性別、年齢・働く時
間の制約の有無にかかわらず、多様な人材を受容し、活躍を
促すことができる職場環境の構築が必要と考えています。
　TOYO TIRE株式会社では環境変化に対応し、従業員
の一人ひとりが期待される役割を果たすために、自らの
働き方をデザインし、最適化できる状態にすることを目
的とした働き方改革に着手しました。2018年度は社内
でモデル部署を設置し、タイムマネジメント、会議の効率
化、在宅勤務トライアルに取り組みました。2019年はそ
れらの成果を生かし、2019年度から「会議運営マニュア
ル」の全社展開と在宅勤務制度の運用を開始しました。
また、モデル部署においては引き続き先進的な取り組み
を進めています。　

全国女性社員研修会の様子（トーヨータイヤジャパン）

経営人材育成研修で当社グループの
2030年に対する展望を議論

　2016年度より開講された選抜型経営人材育成ACT研
修は、将来の経営人材を育成することを目的として、30歳
代および40歳代の管理職から受講対象者を選抜し、事業
経営に関する必須要件を学び、経営リテラシーの習得と
経営マインドの醸成を図るものです。
　2018年度は、受講生が視野を広げ、視座を高めることを
目的に、集合研修を主としていた全体カリキュラムに外部ス
クールへの通学派遣研修を追加しました。通学派遣研修で
は社外の方と、顧客ニーズの変化や新興国の成長など、さま
ざまなケースについてディスカッションを行いました。社内
集合研修では得られない異業種の方との意見交換や人材
交流がなされ、意識変革の一助にもなりました。
　研修成果発表会では、会社経営幹部を前に2030年を
ターゲットにTOYO TIREのあるべき姿を提言しました。
評価者を務めた経営幹部からの鋭い質問に回答をするこ
とで論理展開と理論形成能力を高めることができました。
　研修後もフォローアップやキャリア形成を支援し、経営
人材育成を進めていきます。

経営人材育成研修の様子

に、従業員一人ひとりのキャリア面談の実施、人材開発計画の
策定、意識改革研修などを行っています。
　例えば株式会社トーヨータイヤジャパンでは、女性管理職登
用の推進、女性が活躍できる風土醸成、育児をしながら安心し

て働ける職場づくりを柱として、女性が活躍できる労働環境の
整備に10カ年計画で取り組んでいます。
　また当社グループは、企業と労働者代表との間で建設的な
対話を築くことは、職場の課題を共有し、解決を導く方法であ
ると考えています。当社グループの労使関係の状況について、
詳細はWebサイトをご参考ください。
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重点テーマ3 人権と多様性の尊重

従業員の新規雇用＊

従業員のダイバーシティ＊

●総数：210名
●年齢層比：30歳未満 149名、30歳～ 50歳 60名、50歳超 1名
●性別比：男性 179名、女性 31名
●地域：日本国内

●年齢層比：30歳未満 818名、30歳～50歳 2,053名、
　　　　　　50歳超 661名
●性別比：男性 3,304名、女性 228名
●障がい者：18名
●女性管理職数：37名
●外国人管理職数：5名

①多様な人材の能力を最大限に発揮することで、
　当社グループの持続的成長の実現を図る

②労使共同の「働き方改革推進体制」を構築し、
　全社ワンチームで活動を推進する

③現場の多様な声をじっくり聴き、各統括部門の
　主体性ある活動を推進する

④ＰＤＣＡを回し、取り組みの効果を検証しながら
　次のステップへつなげる

「働き方改革」検討・実施に関する
基本方針
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　TOYO TIREは、従業員数をはじめ、連結売上高、営業利益
ともに海外比率が過半を占めるようになりました。社内外で多
様なステークホルダーとのコミュニケーション機会が増えてい
る中、「人権・労働に関するグローバル方針」を策定し、事業に
関わる全ての人々の人権を尊重した経営に努めています。
　また人権の尊重はグローバルに事業を展開する当社グルー
プにおいて、優先的に取り組むべき経営課題の一つとして、全
社横断的なワーキンググループ（WG）を設置し、方向性や目
標・ターゲットなどアクションプランを協議しています。WGに
は、関係する事業組織の担当者が参集し、協議したアクション
プランは取締役会から委任された常務会（議長：社長）で承認
され、グループ全社・全組織へ展開されます。
　また、2018年度は当社グループが公表している苦情処理シ
ステムにおいて、人権に関する懸念事項の訴えは確認できませ
んでしたが、今後も人権への負の影響の防止または軽減に努
めます。なお現時点で当社グループが報告するのに十分な品質
の情報を得ることが困難な、グループ組織の外部に及ぶ影響に
対しては、今後人権リスクの高いエリアを対象とした調査を実
施するなど現状把握に努めます。

＊TOYO TIRE株式会社単体（正社員）。
　2018年度末時点の旧東洋ゴム工業株式会社所属の従業員の情報。

人権尊重責任の遂行

　TOYO TIREは、「人権・労働に関するグローバル方針」を
策定し、2019年1月から運用を開始しました。
　グローバル方針は、世界人権宣言、ILO宣言、および国連グ
ローバル・コンパクトの10原則を支持する内容です。
　当社グループは、事業のグローバル化とステークホルダーの
多様化に対応しながら、包摂的な社会（社会的に弱い立場にあ
る人々をも含め排除や摩擦、孤独や孤立から援護し、支えあう社
会）の実現に貢献するため、職場やお取引先、事業活動を行うコ
ミュニティにおいて事業活動に関わる全ての人々の人権を尊重
した経営に努めます。当社グループの従業員は、自らの活動を通
じて人権に負の影響を与える（引き起こす、助長する、もしくは加
担する）可能性があることを認識し、それらの回避に努めます。

人権・労働に関するグローバル方針

　当社グループは、人材は継続的事業成長を支える最重要資
源であると捉え、人的資源開発の重要性を認識し、労働環境の
変化の中で、従業員が事業経営目標を達成できるスキルを習得
することを目的とした教育研修の充実を図ってきました。
　例えば、TOYO TIRE株式会社では研修体系を大きく「階
層別」「選抜型」「自己啓発」の3つに分類し、それぞれの類型
の狙いに沿って、従業員の年次・資格区分に応じたプログラ
ムを設定しています。

教育研修の充実

人権の尊重

　TOYO TIREでは採用および処遇は公正に実施し、国籍や
性別などにかかわらず、多様な人材が活躍できる職場づくり
を推進しています。
　人材採用においては、国内外で新卒・中途採用や定年退職
者の再雇用、障がい者雇用など、多様な人材の確保に取り組
んでいます。
　例えばTOYO TIRE株式会社では、2018年度から、これまで
の新卒採用時における女性や外国人に関する採用比率目標の掲
示をやめ、あらゆる人材をフラットに評価・採用する方針に転換し
ました。
　職場でのダイバーシティと機会均等の取り組みとしては、さ
らなる女性活躍推進を目指し、各種人事制度を整備するととも

雇用の状況

人材の多様性

T O P I C S

国連グローバル・コンパクトの
10原則への支持を表明

　TOYO TIRE株式会社は、国連グローバル・コンパ
クトの10原則の内容に賛同し、2019年2月に宣誓書
への署名を行いました。
　今後はグローバル・コンパクトおよびその10原則
を当社の戦略、文化および日々の業務の一部と認識
し、国連が目指す持続可能な開発目標（SDGs）など
へ取り組みます。また、社会に対する説明責任と透
明性を支持し、コミュニケーション・オン・プログレス
（Communication on Progress：COP）の方針に従
い、当社のCSRサイトにおいて進捗報告を行っていき
ます。

T O P I C S

働き方改革に着手

　当社グループは、持続的な成長を続け、ステークホル
ダーの皆さまの期待に応えるために、性別、年齢・働く時
間の制約の有無にかかわらず、多様な人材を受容し、活躍を
促すことができる職場環境の構築が必要と考えています。
　TOYO TIRE株式会社では環境変化に対応し、従業員
の一人ひとりが期待される役割を果たすために、自らの
働き方をデザインし、最適化できる状態にすることを目
的とした働き方改革に着手しました。2018年度は社内
でモデル部署を設置し、タイムマネジメント、会議の効率
化、在宅勤務トライアルに取り組みました。2019年はそ
れらの成果を生かし、2019年度から「会議運営マニュア
ル」の全社展開と在宅勤務制度の運用を開始しました。
また、モデル部署においては引き続き先進的な取り組み
を進めています。　

全国女性社員研修会の様子（トーヨータイヤジャパン）

経営人材育成研修で当社グループの
2030年に対する展望を議論

　2016年度より開講された選抜型経営人材育成ACT研
修は、将来の経営人材を育成することを目的として、30歳
代および40歳代の管理職から受講対象者を選抜し、事業
経営に関する必須要件を学び、経営リテラシーの習得と
経営マインドの醸成を図るものです。
　2018年度は、受講生が視野を広げ、視座を高めることを
目的に、集合研修を主としていた全体カリキュラムに外部ス
クールへの通学派遣研修を追加しました。通学派遣研修で
は社外の方と、顧客ニーズの変化や新興国の成長など、さま
ざまなケースについてディスカッションを行いました。社内
集合研修では得られない異業種の方との意見交換や人材
交流がなされ、意識変革の一助にもなりました。
　研修成果発表会では、会社経営幹部を前に2030年を
ターゲットにTOYO TIREのあるべき姿を提言しました。
評価者を務めた経営幹部からの鋭い質問に回答をするこ
とで論理展開と理論形成能力を高めることができました。
　研修後もフォローアップやキャリア形成を支援し、経営
人材育成を進めていきます。

経営人材育成研修の様子

に、従業員一人ひとりのキャリア面談の実施、人材開発計画の
策定、意識改革研修などを行っています。
　例えば株式会社トーヨータイヤジャパンでは、女性管理職登
用の推進、女性が活躍できる風土醸成、育児をしながら安心し

て働ける職場づくりを柱として、女性が活躍できる労働環境の
整備に10カ年計画で取り組んでいます。
　また当社グループは、企業と労働者代表との間で建設的な
対話を築くことは、職場の課題を共有し、解決を導く方法であ
ると考えています。当社グループの労使関係の状況について、
詳細はWebサイトをご参考ください。
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重点テーマ3 人権と多様性の尊重

従業員の新規雇用＊

従業員のダイバーシティ＊

●総数：210名
●年齢層比：30歳未満 149名、30歳～ 50歳 60名、50歳超 1名
●性別比：男性 179名、女性 31名
●地域：日本国内

●年齢層比：30歳未満 818名、30歳～50歳 2,053名、
　　　　　　50歳超 661名
●性別比：男性 3,304名、女性 228名
●障がい者：18名
●女性管理職数：37名
●外国人管理職数：5名

①多様な人材の能力を最大限に発揮することで、
　当社グループの持続的成長の実現を図る

②労使共同の「働き方改革推進体制」を構築し、
　全社ワンチームで活動を推進する

③現場の多様な声をじっくり聴き、各統括部門の
　主体性ある活動を推進する

④ＰＤＣＡを回し、取り組みの効果を検証しながら
　次のステップへつなげる

「働き方改革」検討・実施に関する
基本方針


